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北葛城第１団 団規約 

 

 

第１章 総 則 

 

第１条 （名 称） 

公益法人ボーイスカウト日本連盟（以下「日本連盟」という。）承認により、日本ボー

イスカウト北葛城第１団と称する。（以下「団」という。） 

 

第２条 （本 部） 

本団の団本部を奈良県北葛城郡王寺町内の事務局宅に置く。 

 

第３条 （目 的） 

本団は、日本連盟教育規定に基づき青少年を育成することを目的とする。 

 

第４条 （編 成） 

本団は、団委員会及びビーバースカウト隊、カブスカウト隊、ボーイスカウト隊、ベン

チャースカウト隊、ローバースカウト隊をもって構成する。 

 

第２章 団委員会 

 

第５条 （構 成） 

日本ボーイスカウト北葛城第１団育成会（以下「育成会」という。）が選出した団委員を 

もって団委員会を構成する。 

２ 団委員及び育成会代表による団委員会を構成する。 

３ 団委員会の議長は団委員長とする。 

４ 本規約に定めのない事項については、団委員会によって決定することができる。 

 

第６条 （役 務）  

団委員会は、団の運営を行うため、日本連盟教育規定に基づき次の事項を役務とする。 

（１） 団の資産を管理する。 

（２） 団の財政について責任をもつ。 

（３） 集会場、備品及び核行事の実施について責任をもつ。 

（４） 団の各隊指導者の選任及び育成について責任をもつ。 

（５） 団内スカウトの進歩の促進を図る。 

（６） 団内スカウトの入隊団を管理し、団の加盟登録について責任をもつ。 

（７） 団内スカウトの健康と安全に留意する。 

（８） スカウティングの主旨の普及に努める。 

２ 団委員会はスカウトの実地訓練には関与しない。  

 

第７条 （職 務）  

団委員の互選により次の職務を分担する。 

（１） 団委員長 １名 

（２） 副団委員長 若干名 

（３） 団委員 若干名 

２ 団委員は組織拡張、野営・行事、指導者育成、進歩、健康・安全、広報、事務局、財政・

会計を分担する。 

３ 団委員長、副団委員長の任期は４年、他の職務の任期は２年とし、再任は妨げない。 
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第３章 団会議 

 

第８条 （団会議） 

本団の教育訓練に関する事項を協議するため団内各隊の隊長及び副長による団会議

を開催する。 

２ 団会議の議長は団委員長とする。 

 

第４章 総 会 

 

第９条 （総 会） 

総会は年次総会と臨時総会とする。 

２ 年次総会は年一回とし、臨時総会は必要のあるときに育成会役員及び団委員の決議を経 

て行うことができる。 

３ 総会の定足数は過半数（委任状を含む）とする。 

 

第１０条 （構 成）  

総会は、隊員の保護者、団委員及び各隊指導者をもって構成する。 

 

第１１条 （総会事項）  

総会は次の事項を協議及び議決する。 

（１） 規約の変更 

（２） 事業報告及び収支決算 

（３） 事業計画及び予算 

（４） その他の事項 

２ 総会は出席者の過半数をもって決するものとする。 

３ 賛否同数の場合は議長決裁とする。 

 

第５章 財 務 

 

第１２条 （収 入）  

本団は次の収入をもって維持する。 

（１） 王寺町からの助成金 

（２） 育成会からの助成金 

（３） 隊費 

（４） 行事参加費 

（５） その他の収入  

 

第１３条 （支 出）  

本団の支出は次のとおりとする。 

（１） 団の備品購入費 

（２） 団行事経費 

（３） 各隊活動費 

（４） 団運営費 

（５） 慶弔費 

（６） その他団委員会において必要と認められたもの  

 

第１４条 （会計年度）  

本団の会計年度は、毎年９月１日に始まり、翌年８月３１日をもって終りとする。その

決算は、育成会監査役の監査を経て年次総会において報告される。 

 

第６章 入退団 
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第１５条 （入団手続）  

入団者は次の手続きを経た後、団委員会において入団を承認する。 

（１） 所定の入団申込用紙の提出 

（２） 各隊長によるスカウト本人及び保護者の面接 

（３）隊費の納入 

 

第１６条 （退団手続）  

退団は各隊長を通じて団委員長へ届け出る。  

２ 届出以前に納入された隊費は返納しない。 

 

 

付 則 

 

１． 規約改正 

規約は総会出席者の過半数の賛成をもって改正することができる。 

 

２． 本規約に定めのない事項については、団委員会によって決定することができる。 

 

３． 施行日 

この規約は、平成２２年９月１日より施行する。 

 


